
厚生労働省発障0522第1号

令 和 元 年 5 月 2 2 日

各 都道府県知事 殿

厚生労働事務次官

（公印省略）

障害者自立支援給付費の国庫負担について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年

法律第123号）等に基づく国庫負担金の交付については、平成21年５月11日厚

生労働省発障第0511002号本職通知の別紙「障害者自立支援給付費国庫負担金

交付要綱」（以下「交付要綱」という。）により行われているところである

が、今般、交付要綱の一部が別添新旧対照表のとおり改正され、平成31年４

月１日から適用することとされたので通知する。

なお、各都道府県知事におかれては、貴管内市町村に対する周知につき配

慮願いたい。
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

 

別紙 

 

障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱 

 

１～２（略） 

３ （１）～（９）（略） 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 

 

障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱 

 

１～２（略） 

３ （１）～（９）（略） 

（10）「従前額」とは、「厚生労働省が定める障害福祉サービス費等負担対象額に

関する基準等の一部を改正する件」（平成30年厚生労働省告示第83号）による

改正前の「厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に関する基

準等」（平成18年厚生労働省告示第530号。）の二に規定する各市町村におけ

る当該介護給付費等の支給に係る障害福祉サービスに相当するサービスに係

る平成17年度の国庫補助の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準に基づき

算定した額を12で除した額をいう。なお、ここでいう厚生労働大臣が定める基

準に基づき算定した額は、平成４年３月２日厚生省発老第19号厚生事務次官通

知の別紙「在宅福祉事業費補助金交付要綱」に基づき確定した平成17年度の補

助金の交付額（在宅福祉事業費補助金交付要綱の３の（１）に規定する身体障

害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業及び児童居宅介護等事業並び

に３の（３）に規定する精神障害者ホームヘルプサービス事業に限る。以下同

じ。）に２を乗じた額に平成17年度の利用者負担額（「障害者自立支援法の一

部の施行に伴う関係告示の整理に関する告示」（平成18年厚生労働省告示第2

48号）の規定による廃止前の「身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係

る利用者負担の額の算定に関する基準」（平成15年厚生労働省告示第41号）、

「知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）「給付率」とは、「厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額に

関する基準等」（平成18年厚生労働省告示第530号。以下「国庫負担基準告示」という。）

の二のニに規定する割合をいう。なお、ここでいう割合は、居宅介護、重度訪問介護、

同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援（以下「居宅介護等」という。）に係

る当該年度の７月サービス提供分（過誤請求分を除く。）の介護給付費等の額（以下

「給付費」という。）を給付費に居宅介護等に係る介護給付費等利用者負担額を加え

た額で除した割合とする。 

 

４～１１（略） 

 

 

関する基準」（平成15年厚生労働省告示第43号）及び「児童福祉法に基づく指

定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準」（平成15年厚生労働

省告示第45号）並びに平成14年３月27日障発第0327005号厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部長通知の別添１「精神障害者居宅介護等事業運営要綱」に

基づき徴収した額（身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業、

児童居宅介護等事業及び精神障害者ホームヘルプサービス事業（以下「居宅介

護等事業」という。）に係るものに限る。）をいう。以下同じ。）を加えた額

に１から移動支援割合（平成17年10月サービス提供分の移動支援分利用実績額

（居宅介護等事業に係る利用実績額（移動介護に係るものに限る。）の合計額

から、身体障害者居宅介護等事業の「移動介護中心（身体介護を伴う）」分の

利用実績額を除いた額）を平成17年10月サービス提供分の利用実績額（居宅介

護等事業に係る利用実績額の合計額をいう。）で除して得た数をいう。）を減

じた値を乗じて得た額とする。 

（11）「給付率」とは、「厚生労働大臣が定める障害福祉サービス費等負担対象額

に関する基準等」（平成18年厚生労働省告示第530号。以下「国庫負担基準告

示」という。）の二のニに規定する割合をいう。なお、ここでいう割合は、居

宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護及び重度障害者等包括支援（以下

「居宅介護等」という。）に係る当該年度の７月サービス提供分（過誤請求分

を除く。）の介護給付費等の額（以下「給付費」という。）を給付費に居宅介

護等に係る介護給付費等利用者負担額を加えた額で除した割合とする。 

 

４～１１（略） 
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

 

12 障害者自立支援給付費国庫負担金の事業実績報告は、次により行うものとする。 

（１）市町村長は、当該年度の事業が完了したときは、別紙様式７による事業実績

報告書に関係書類を添えて都道府県知事が定める日まで（７の（３）により

事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日か

ら起算して１か月を経過した日）に都道府県知事に提出して行わなければな

らない。 

     なお、高額障害福祉サービス等給付費において、高額介護（予防）サービ

ス費及び高額医療合算介護（予防）サービス費との併給調整を行った場合の

併給調整相当額は、当該併給調整相当額が確定した年度の実績報告に反映さ

せるものとする。 

 

（２）（略） 

 

１３～１５（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 障害者自立支援給付費国庫負担金の事業実績報告は、次により行うものとする。 

 （１）市町村長は、当該年度の事業が完了したときは、別紙様式７による事業実

績報告書に関係書類を添えて都道府県知事が定める日まで（７の（３）に

より事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理し

た日から起算して１か月を経過した日）に都道府県知事に提出して行わな

ければならない。 

 

 

 

 

 

 （２）（略） 

 

１３～１５（略） 
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

別表１ 

１～２（略） 

             

４～５（略） 

別表１ 

１～２（略） 

        

 

４～５（略） 
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

別紙様式１ 

      

 

別紙様式１ 

    

 

 

（
元

号
）
　
　

年
度
厚
生

労
働
省
所

管

科
目

予
算

現
額

収
入

済
額

科
目

予
算

現
額

う
ち

国
庫

補
助

等

相
当

額

支
出

済
額

う
ち

国
庫

補
助

等

相
当

額

円
円

円
円

円
円

円

（
記

入
要

領
）

１
　

「
国

」
の

「
歳

出
予

算
科

目
」

は
、

項
、

目
及

び
目

の
細

分
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
　

「
地

方
公

共
団

体
」

の
「

科
目

」
は

、
歳

入
に

あ
っ

て
は

、
款

、
項

、
目

、
節

を
、

歳
出

に
あ

っ
て

は
、

款
、

項
、

目
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載

す
る

こ
と

。

３
　

「
予

算
現

額
」

は
歳

入
に

あ
っ

て
は

、
当

初
予

算
額

、
追

加
補

正
予

算
額

等
の

区
分

を
、

歳
出

に
あ

っ
て

は
、

当
初

予
算

額
、

追
加

補
正

予
算

額
、

予
備

費
支

出
額

、
流

用
増

減
額

等
の

区
分

を
明

ら
か

に
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

４
　

「
備

考
」

は
、

参
考

と
な

る
べ

く
事

項
を

適
宜

記
載

す
る

こ
と

。

別
紙
様
式
１

歳
出

備
考

国
地
方
公
共
団

体

歳
出

予
算

科
目

交
付

決
定

額
補

助
率

歳
入

(
元

号
)
 
 
 
 
年

度
障

害
者

自
立

支
援

給
付

費
負

担
金

調
書

平
成

　
　
年
度

厚
生
労

働
省
所
管

科
目

予
算

現
額

収
入

済
額

科
目

予
算

現
額

う
ち

国
庫

補
助

等

相
当

額

支
出

済
額

う
ち

国
庫

補
助

等

相
当

額

円
円

円
円

円
円

円

（
記

入
要

領
）

１
　

「
国

」
の

「
歳

出
予

算
科

目
」

は
、

項
、

目
及

び
目

の
細

分
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
　

「
地

方
公

共
団

体
」

の
「

科
目

」
は

、
歳

入
に

あ
っ

て
は

、
款

、
項

、
目

、
節

を
、

歳
出

に
あ

っ
て

は
、

款
、

項
、

目
を

そ
れ

ぞ
れ

記
載

す
る

こ
と

。

３
　

「
予

算
現

額
」

は
歳

入
に

あ
っ

て
は

、
当

初
予

算
額

、
追

加
補

正
予

算
額

等
の

区
分

を
、

歳
出

に
あ

っ
て

は
、

当
初

予
算

額
、

追
加

補
正

予
算

額
、

予
備

費
支

出
額

、
流

用
増

減
額

等
の

区
分

を
明

ら
か

に
し

て
記

載
す

る
こ

と
。

４
　

「
備

考
」

は
、

参
考

と
な

る
べ

く
事

項
を

適
宜

記
載

す
る

こ
と

。

別
紙
様
式
１

歳
出

備
考

国
地

方
公
共
団

体

歳
出

予
算

科
目

交
付

決
定

額
補

助
率

歳
入

平
成

 
 
 
 
年

度
障

害
者

自
立

支
援

給
付

費
負

担
金

調
書
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

別紙様式２ 

 

別紙様式２ 

 

別紙様式２

番　　　　　号

年　　月　　日

厚生労働大臣　殿

都道府県知事 印

　　標記について、管内市町村の申請書を受理し、その内容を審査した結果適正と認められるので、

　次により国庫負担金を交付されたく、関係書類を添えて申請する。

　　申請額（市町村分）　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　　円

　（添付書類）

　　　障害者自立支援給付費国庫負担金市町村分申請額内訳 （別紙Ａ）

（元号）   年度障害者自立支援給付費国庫負担金の交付申請について

別紙様式２

番　　　　　号

年　　月　　日

厚生労働大臣　殿

都道府県知事 印

　　標記について、管内市町村の申請書を受理し、その内容を審査した結果適正と認められるので、

　次により国庫負担金を交付されたく、関係書類を添えて申請する。

　　申請額（市町村分）　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　　円

　（添付書類）

　　　障害者自立支援給付費国庫負担金市町村分申請額内訳 （別紙Ａ）

平成    年度障害者自立支援給付費国庫負担金の交付申請について
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

様式２の別紙 A 

          

様式２の別紙 A 

           

別
紙

Ａ

○
　

○
　

県

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
予

定
額

差
引

額
（

Ａ
－

Ｂ
）

基
準

額
国

庫
負

担
基

本
額

（
Ｃ

・
Ｄ

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

）

国
庫

負
担

所
要

額
（

Ｅ
×

補
助

率
）

既
交

付
決

定
額

差
引

追
加

交
付

（
一

部
取

消
）

申
請

額
（

F
－

G
）

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

E
F

G
H

円
円

円
円

円
円

円
円

（
記

入
要

領
）こ
の

表
は

、
別

紙
様

式
３

の
交

付
申

請
書

を
と

り
ま

と
め

て
、

市
町

村
分

を
作

成
す

る
こ

と
。

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

国
庫

負
担

金
市

町
村

申
請

額
内

訳
（

（
元

号
）

 
 
 
 
年

度
）

区
分

種
目

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費
等

障害者自立支援給付費負担金

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

る
措

置

合
計

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費

補
装

具
費

相
談

支
援

給
付

費
等

別
紙

Ａ

○
　

○
　

県

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
予

定
額

差
引

額
（

Ａ
－

Ｂ
）

基
準

額
国

庫
負

担
基

本
額

（
Ｃ

・
Ｄ

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

）

国
庫

負
担

所
要

額
（

Ｅ
×

補
助

率
）

既
交

付
決

定
額

差
引

追
加

交
付

（
一

部
取

消
）

申
請

額
（

F
－

G
）

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

E
F

G
H

円
円

円
円

円
円

円
円

（
記

入
要

領
）こ
の

表
は

、
別

紙
様

式
３

の
交

付
申

請
書

を
と

り
ま

と
め

て
、

市
町

村
分

を
作

成
す

る
こ

と
。

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

国
庫

負
担

金
市

町
村

申
請

額
内

訳
（

平
成

 
 
 
 
年

度
）

区
分

種
目

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費
等

障害者自立支援給付費負担金

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

る
措

置

合
計

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費

補
装

具
費

相
談

支
援

給
付

費
等
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

別紙様式３ 

 

 

別紙様式３ 

 

別紙様式３

番 号

年 月 日

厚生労働大臣　殿

市 町 村 長 印

　　標記について、次により国庫負担金を交付されたく、関係書類を添えて申請する。

　　申請額　　　　　　金　　　　　　　　　　　　円

　（添付書類）

　　　１　障害者自立支援給付費国庫負担金所要額調書（（元号）　　年度） （別紙Ａ）

　　　２　障害者自立支援給付費事業計画書 （別紙Ｂ）

　　　３　歳入歳出予算書（又は見込書）抄本

（元号）    年度障害者自立支援給付費国庫負担金の交付申請について

別紙様式３

番 号

年 月 日

厚生労働大臣　殿

市 町 村 長 印

　　標記について、次により国庫負担金を交付されたく、関係書類を添えて申請する。

　　申請額　　　　　　金　　　　　　　　　　　　円

　（添付書類）

　　　１　障害者自立支援給付費国庫負担金所要額調書（平成　　年度） （別紙Ａ）

　　　２　障害者自立支援給付費事業計画書 （別紙Ｂ）

　　　３　歳入歳出予算書（又は見込書）抄本

平成    年度障害者自立支援給付費国庫負担金の交付申請について
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

様式３の別紙 A 

        

           

 

別添１（１）（略） 

様式３の別紙 A 

          

 

別添１（１）（略） 

別
紙

Ａ

○
　

○
　

○
市

（
町

村
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
予

定
額

差
引

額
（

Ａ
－

Ｂ
）

基
準

額
国

庫
負

担
基

本
額

（
Ｃ

・
Ｄ

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

）

国
庫

負
担

所
要

額
（

Ｅ
×

補
助

率
）

既
交

付
決

定
額

差
引

追
加

交
付

（
一

部
取

消
）

申
請

額
（

F
－

G
）

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

円
円

円
円

円
円

円
円

（
記

入
要

領
）

１
　

「
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
費

等
」

の
Ａ

～
Ｅ

欄
に

つ
い

て
は

、
別

添
１

（
１

）
に

よ
り

内
訳

を
作

成
し

、
そ

の
合

計
欄

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

　

２
　

「
相

談
支

援
給

付
費

等
」

の
Ａ

～
Ｅ

欄
に

つ
い

て
は

、
別

添
１

（
２

）
に

よ
り

内
訳

を
作

成
し

、
そ

の
合

計
欄

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

　

３
　

「
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

予
定

額
（

Ｂ
欄

）
」

が
あ

る
場

合
は

、
別

添
２

に
よ

り
そ

の
内

訳
を

添
付

す
る

こ
と

。

４
　

「
既

交
付

決
定

額
（

G
欄

）
」

及
び

「
差

引
追

加
交

付
（

一
部

取
消

）
申

請
額

（
H
欄

）
」

は
交

付
要

綱
の

９
に

よ
る

手
続

き
の

場
合

に
限

り
、

欄
を

設
け

て
所

要
事

項
を

記
入

す
る

こ
と

。

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

国
庫

負
担

金
所

要
額

調
書

（
（

元
号

）
 
 
 
 
年

度
）

区
分

種
目

障害者自立支援給付費負担金

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費
等

補
装

具
費

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

る
措

置

合
計

相
談

支
援

給
付

費
等

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費

別
紙

Ａ

○
　

○
　

○
市

（
町

村
）

対
象

経
費

の
支

出
予

定
額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
予

定
額

差
引

額
（

Ａ
－

Ｂ
）

基
準

額
国

庫
負

担
基

本
額

（
Ｃ

・
Ｄ

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

）

国
庫

負
担

所
要

額
（

Ｅ
×

補
助

率
）

既
交

付
決

定
額

差
引

追
加

交
付

（
一

部
取

消
）

申
請

額
（

F
－

G
）

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

円
円

円
円

円
円

円
円

（
記

入
要

領
）

１
　

「
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
費

等
」

の
Ａ

～
Ｅ

欄
に

つ
い

て
は

、
別

添
１

（
１

）
に

よ
り

内
訳

を
作

成
し

、
そ

の
合

計
欄

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

　

２
　

「
相

談
支

援
給

付
費

等
」

の
Ａ

～
Ｅ

欄
に

つ
い

て
は

、
別

添
１

（
２

）
に

よ
り

内
訳

を
作

成
し

、
そ

の
合

計
欄

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

　

３
　

「
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

予
定

額
（

Ｂ
欄

）
」

が
あ

る
場

合
は

、
別

添
２

に
よ

り
そ

の
内

訳
を

添
付

す
る

こ
と

。

４
　

「
既

交
付

決
定

額
（

G
欄

）
」

及
び

「
差

引
追

加
交

付
（

一
部

取
消

）
申

請
額

（
H
欄

）
」

は
交

付
要

綱
の

９
に

よ
る

手
続

き
の

場
合

に
限

り
、

欄
を

設
け

て
所

要
事

項
を

記
入

す
る

こ
と

。

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

国
庫

負
担

金
所

要
額

調
書

（
平

成
 
 
 
 
年

度
）

区
分

種
目

障害者自立支援給付費負担金

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費
等

補
装

具
費

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

る
措

置

合
計

相
談

支
援

給
付

費
等

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費



10 
 

○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

別添１（１）の内訳 

      

 

 

別添１（２）（略） 

別添１（１）の内訳 

        
別添１（２）（略） 

別
添

１
（
１

）
の

内
訳国

庫
負

担
基

準
単

位
一

単
位

の
単

価
ａ
×

ｂ
重

度
障

害
者

の
嵩

上
げ

国
庫

負
担

基
準

額
（
ｅ
＝

ｃ
＋

ｄ
）

改
正

前
従

前
額

従
前

額
ｆ÷

1
2

選
定

額
ｅ
と

ｆ’
を

比
較

し
て

い
ず

れ
か

多
い

方

の
額

給
付

率
基

準
額

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｆ’
ｇ

ｈ
ｉ

平
成

3
0
年

3
月

分

平
成

3
0
年

4
月

以
降

分

合
計

（
記

載
上

の
注

意
）

１
　

ａ
欄

に
つ

い
て

は
、

国
庫

負
担

基
準

告
示

の
二

に
掲

げ
る

者
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

の
単

位
数

を
当

該
年

度
に

属
す

る
各

月
ご

と
に

算
定

し
た

単
位

数
を

合
計

し
た

単
位

数
を

記
載

す
る

こ
と

。

２
　

ｂ
欄

に
つ

い
て

は
、

当
該

市
町

村
が

所
在

す
る

地
域

区
分

に
応

じ
た

割
合

に
1
0
を

乗
じ

て
得

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
  ｃ

欄
に

つ
い

て
は

、
ａ
欄

の
単

位
数

に
ｂ

欄
の

単
価

を
乗

じ
て

得
た

額
（
１

円
未

満
明

記
）
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
　

ｄ
欄

に
つ

い
て

は
、

国
庫

負
担

基
準

告
示

の
二

に
定

め
る

重
度

訪
問

介
護

等
の

支
給

決
定

者
数

の
割

合
等

に
応

じ
て

乗
じ

る
割

合
か

ら
１

を
減

じ
た

割
合

を
、

ｃ
欄

の
額

に
乗

じ
て

得
た

額
（
１

円
未

満
明

記
）
を

記
載

す
る

こ
と

。

５
　

ｅ
欄

に
つ

い
て

は
、

４
及

び
５

で
求

め
た

国
庫

負
担

基
準

額
を

合
計

し
た

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

６
　

ｆ 欄
に

つ
い

て
は

、
障

害
者

自
立

支
援

給
付

費
等

国
庫

負
担

金
交

付
要

綱
の

３
の

（
1
0
）
に

掲
げ

る
「
従

前
額

」
に

1
2
を

乗
じ

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

７
　

ｆ’
欄

に
つ

い
て

は
、

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

等
国

庫
負

担
金

交
付

要
綱

の
３

の
（
1
0
）
に

掲
げ

る
「
従

前
額

」
を

記
載

す
る

こ
と

。

８
　

ｈ
欄

に
つ

い
て

は
、

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

等
国

庫
負

担
金

交
付

要
綱

の
３

の
（
1
1
）
に

掲
げ

る
「
給

付
率

」
を

記
載

す
る

こ
と

。

９
　

ｉ 欄
に

つ
い

て
は

、
g欄

の
額

に
ｈ

欄
の

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
（
１

円
未

満
四

捨
五

入
）
を

記
載

す
る

こ
と

。

（
表

１
）
前

年
度

及
び

当
該

年
度

に
お

け
る

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
（
居

宅
介

護
、

重
度

訪
問

介
護

、
同

行
援

護
、

行
動

援
護

及
び

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

）
支

給
決

定
者

数
の

う
ち

重
度

訪
問

介
護

及
び

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

の
支

給
決

定
者

数
の

割
合

前
年

度
（
３

月
か

ら
２

月
ま

で
）
の

支
給

決
定

者
数

合

計

当
該

年
度

（
３

月
か

ら
２

月
ま

で
）
の

支
給

決
定

者
数

合
計

見
込

み

（
表

２
）
前

年
度

及
び

当
該

年
度

（
３

月
か

ら
２

月
ま

で
）
の

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
支

給
決

定
者

数

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
１

月
２

月
合

計

（
記

載
上

の
注

意
）

居
宅

介
護

、
重

度
訪

問
介

護
、

同
行

援
護

、
行

動
援

護
及

び
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
の

基
準

額
内

訳

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
支

給
決

定
者

数
の

う
ち

重
度

訪
問

介
護

及
び

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

の
支

給
決

定
者

数
の

割
合

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
支

給
決

定
者

数
の

う
ち

重
度

訪
問

介
護

及
び

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

の
支

給
決

定
者

数
の

割
合

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
支

給
決

定
者

数
訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

支
給

決
定

者
数

う
ち

重
度

訪
問

介
護

及
び

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

の
支

給
決

定
者

数
う

ち
重

度
訪

問
介

護
及

び
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
の

支
給

決
定

者
数

前
年

度

居
宅

介
護

重
度

訪
問

介
護

同
行

援
護

行
動

援
護

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援合

計

１
　

各
月

初
日

に
お

け
る

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
の

支
給

決
定

者
数

を
記

載
す

る
こ

と
。

当
該

年
度

居
宅

介
護

重
度

訪
問

介
護

同
行

援
護

行
動

援
護

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援合

計
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

（別添）参考資料 

 

  

別添２、様式３の別紙 B（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添）参考資料 

 

 
 

別添２、様式３の別紙 B（略） 

 
 
 
 
 
 

（別添）参考資料

地域区分欄に掲げる六級地 千分の千三十六

地域区分欄に掲げるその他 千分の千

地域区分欄に掲げる七級地 千分の千十八

地域区分欄に掲げる三級地 千分の千九十

地域区分欄に掲げる四級地 千分の千七十二

地域区分欄に掲げる五級地 千分の千六十

地域区分欄に掲げる二級地 千分の千九十六

令和元年地域区分表

地域区分 割合

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成十八
年厚生労働省告示第五百三十九号)の第一号の
表の上欄(以下「地域区分欄」という。)に掲げる
一級地

千分の千百二十

（別添）参考資料

地域区分欄に掲げる六級地 千分の千三十六

地域区分欄に掲げるその他 千分の千

地域区分欄に掲げる七級地 千分の千十八

地域区分欄に掲げる三級地 千分の千九十

地域区分欄に掲げる四級地 千分の千七十二

地域区分欄に掲げる五級地 千分の千六十

地域区分欄に掲げる二級地 千分の千九十六

平成30年地域区分表

地域区分 割合

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成十八
年厚生労働省告示第五百三十九号)の第一号の
表の上欄(以下「地域区分欄」という。)に掲げる
一級地

千分の千百二十



12 
 

○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

別紙様式４ 

 

様式４の別紙（略） 

別紙様式４ 

 
様式４の別紙（略） 

別紙様式４

番 号

○○○市（町村）

費国庫負担金については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）

第１項の規定により、

第３項の規定により修正のうえ、

厚生労働省発障　　　　第　　号をもって次のとおり交付することに決定されたので、同第８条

の規定により通知する。

（元号）　　年　　月　　日

印

１

２

３

４

５

６ 　この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律第９条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期限は（元号）　年

月　日とする。

　この負担金の額の確定は、交付要綱の５に定める交付額の算定方法により行われるものであ

る。

　この負担金は、交付要綱の７に掲げる事項を条件として交付するものである。

　事業に係る事業実績報告は、交付要綱の１２に定めるところにより行わなければならない。

　（元号）　　年　　月　　日第　 　 　　　　号で申請のあった（元号）    年度障害者自立支援給付

　事業に要する経費及び負担金の額は、別紙のとおりである。ただし、事業の内容が変更され

た場合において、事業に要する経費又は負担金の額が変更されるときは、別に通知するところ

によるものとする。

（元号）    年度障害者自立支援給付費国庫負担金交付決定通知書

都道府県知事○○○○

　　　　　　第６条 　　（元号）　　　年　　　月　　　日

　負担金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、（元号）　　年　　月　　日厚生

労働省発障　　　　第　　号厚生労働事務次官通知の別紙「障害者自立支援給付費国庫負担金

交付要綱」（以下「交付要綱」という。）の４に定める事業であり、その内容は別紙のとおり

である。

別紙様式４

番 号

○○○市（町村）

費国庫負担金については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）

第１項の規定により、

第３項の規定により修正のうえ、

厚生労働省発障　　　　第　　号をもって次のとおり交付することに決定されたので、同第８条

の規定により通知する。

平成　　年　　月　　日

印

１

２

３

４

５

６

平成    年度障害者自立支援給付費国庫負担金交付決定通知書

都道府県知事○○○○

　　　　　　第６条 　　平成　　　年　　　月　　　日

　負担金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、平成　　年　　月　　日厚生

労働省発障　　　　第　　号厚生労働事務次官通知の別紙「障害者自立支援給付費国庫負担金

交付要綱」（以下「交付要綱」という。）の４に定める事業であり、その内容は別紙のとおり

である。

　この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律第９条第１項の規定による申請の取下げをすることができる期限は平成　年

月　日とする。

　この負担金の額の確定は、交付要綱の５に定める交付額の算定方法により行われるものであ

る。

　この負担金は、交付要綱の７に掲げる事項を条件として交付するものである。

　事業に係る事業実績報告は、交付要綱の１２に定めるところにより行わなければならない。

　平成　　年　　月　　日第　 　 　　　　号で申請のあった平成    年度障害者自立支援給付

　事業に要する経費及び負担金の額は、別紙のとおりである。ただし、事業の内容が変更され

た場合において、事業に要する経費又は負担金の額が変更されるときは、別に通知するところ

によるものとする。
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

別紙様式５ 

 

別紙様式５の別紙（略） 

別紙様式５ 

 
別紙様式５の別紙（略） 

別紙様式５

○○○市（町村）

　（元号）　　年　　月　　日厚生労働省発障　　　　第　　号で交付決定された（元号）    年度障害者

（元号）　　年　　月　　日第　　　号申請に基づき、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第10条第１項の規定により

　第　　号をもって決定の内容の一部を次のとおり変更することに決定されたので通知する。

（超過交付が生じた場合）

　なお、超過交付となった金　　　　円については、同法第18条第１項の規定により、（元号）　　年

　　月　　日までに返還することを命じられたので併せて通知する。

（元号）　　年　　月　　日

１

２

３

　負担金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、（元号）　　年　　月　　日厚生労働

省発障　　　　第　　号厚生労働事務次官通知の別紙「障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱」

（以下「交付要綱」という。）の４に定める事業であり、その内容は別紙のとおりである。

　事業に要する経費及び負担金の額は、別紙のとおりである。

　この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予算の執行の適正化に

関する法律（昭和30年法律第179号）第９条第１項の規定による申請の取下げをすることができる

期限は（元号）　年　月  日とする。

都道府県知事○○○○

番　　　　　号

自立支援給付費国庫負担金については、

（元号）    年度障害者自立支援給付費国庫負担金

　　　　変更交付決定通知書

（元号）　　年　　月　　日厚生労働省発障

印

別紙様式５

○○○市（町村）

　平成　　年　　月　　日厚生労働省発障　　　　第　　号で交付決定された平成    年度障害者

平成　　年　　月　　日第　　　号申請に基づき、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和

30年法律第179号）第10条第１項の規定により

　第　　号をもって決定の内容の一部を次のとおり変更することに決定されたので通知する。

（超過交付が生じた場合）

　なお、超過交付となった金　　　　円については、同法第18条第１項の規定により、平成　　年

　　月　　日までに返還することを命じられたので併せて通知する。

平成　　年　　月　　日

１

２

３

　負担金の交付の対象となる事業（以下「事業」という。）は、平成　　年　　月　　日厚生労働

省発障　　　　第　　号厚生労働事務次官通知の別紙「障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱」

（以下「交付要綱」という。）の４に定める事業であり、その内容は別紙のとおりである。

　事業に要する経費及び負担金の額は、別紙のとおりである。

　この交付の決定の内容又は条件に不服がある場合における補助金等に係る予算の執行の適正化に
関する法律（昭和30年法律第179号）第９条第１項の規定による申請の取下げをすることができる

期限は平成　年　月  日とする。

都道府県知事○○○○

番　　　　　号

自立支援給付費国庫負担金については、

平成    年度障害者自立支援給付費国庫負担金

　　　　追加交付決定（交付決定一部取消）通知書

平成　　年　　月　　日厚生労働省発障

印
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

別紙様式６ 

 

別紙様式６ 

 

別紙様式６

 

番　　　　　号

年　　月　　日

厚生労働大臣　殿

都道府県知事 印

　　(元号)　年　月　日厚生労働省発障　　　　第　　号により交付決定を受けた管内市町村分の標

　記に係る事業実績について、次のとおり報告があり、内容を審査した結果適正と認められるので、

  関係書類を添えて報告する。

　

　（添付書類）

　　　　障害者自立支援給付費国庫負担金市町村分精算書集計表 （別紙Ａ）

(元号)   年度障害者自立支援給付費国庫負担金の事業実績報告について

別紙様式６

 

番　　　　　号

年　　月　　日

厚生労働大臣　殿

都道府県知事 印

　　平成　年　月　日厚生労働省発障　　　　第　　号により交付決定を受けた管内市町村分の標

　記に係る事業実績について、次のとおり報告があり、内容を審査した結果適正と認められるので、

  関係書類を添えて報告する。

　

　（添付書類）

　　　　障害者自立支援給付費国庫負担金市町村分精算書集計表 （別紙Ａ）

平成    年度障害者自立支援給付費国庫負担金の事業実績報告について
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

様式６の別紙 A 

             

 

様式６の別紙 A 

            

 

 

別
紙

Ａ

 （
収

支
精
算

額
表

）
○
　

○
　

県

過
不
足

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

（
Ｈ
－
Ｆ

）
（
Ｆ
－

Ｈ
）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
記
入
要
領
）

こ
の
表
は
、
別
紙
様

式
７
の
実
績
報
告
書
を
と

り
ま
と
め
て
、
市
町
村

分
を
作
成
す
る
こ
と
。

障害者自立支援給付費負担金

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費
等

補
装

具
費

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

る
措

置

交
付
決
定
額

種
目

合
計

相
談

支
援

給
付

費
等

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

国
庫

負
担

金
市

町
村

分
精

算
書

集
計

表
（

(
元

号
)
 
 
 
 
年

度
）

差
引
額

（
Ａ
－
Ｂ
）

国
庫

負
担

基
本

額
（

Ｃ
・

Ｄ
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の

額
）

基
準
額

区
分

対
象

経
費

の
支

出
済

額

国
庫

負
担

受
入

額

差
引
過
不
足
額

備
考

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

国
庫

負
担

所
要

額
（

Ｅ
×

補
助

率
）

別
紙

Ａ

 （
収

支
精
算
額
表
）

○
　
○
　
県

過
不

足

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

（
Ｈ

－
Ｆ

）
（

Ｆ
－

Ｈ
）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
記

入
要

領
）

こ
の

表
は

、
別

紙
様

式
７

の
実

績
報

告
書

を
と

り
ま

と
め

て
、

市
町

村
分

を
作

成
す

る
こ

と
。

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

国
庫

負
担

金
市

町
村

分
精

算
書

集
計

表
（

平
成

 
 
 
 
年

度
）

差
引

額

（
Ａ

－
Ｂ

）

国
庫

負
担

基
本

額
（

Ｃ
・

Ｄ
い

ず
れ

か
少

な
い

方
の

額
）

基
準

額
区
分

対
象

経
費

の
支

出
済

額

国
庫

負
担

受
入

額

差
引
過

不
足

額

備
考

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

国
庫

負
担

所
要

額
（

Ｅ
×

補
助

率
）

障害者自立支援給付費負担金

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費
等

補
装

具
費

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

る
措

置

交
付

決
定

額
種

目

合
計

相
談

支
援

給
付

費
等

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

別紙様式７ 

 

 

別紙様式７ 

 

 

 

 

別紙様式７

 

番 号

年 月 日

厚生労働大臣　殿

市 町 村 長 印

　(元号)　　年　　月　　日厚生労働省発障　　　　第　　号により交付決定を受けた標記に

係る事業実績について、 関係書類を添えて報告する。

　（添付書類）

　　　１　障害者自立支援給付費国庫負担金精算書（(元号)　　年度）（別紙）

　　　２　歳入歳出決算書（又は見込書）抄本

(元号)    年度障害者自立支援給付費国庫負担金の事業実績報告について

別紙様式７

 

番 号

年 月 日

厚生労働大臣　殿

市 町 村 長 印

　平成　　年　　月　　日厚生労働省発障　　　　第　　号により交付決定を受けた標記に

係る事業実績について、 関係書類を添えて報告する。

　（添付書類）

　　　１　障害者自立支援給付費国庫負担金精算書（平成　　年度）（別紙）

　　　２　歳入歳出決算書（又は見込書）抄本

平成    年度障害者自立支援給付費国庫負担金の事業実績報告について
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

様式７の別紙 

            

様式７の別添１（１）（略） 

様式７の別紙 

          

様式７の別添１（１）（略） 

別
紙

 第
１

　
収

支
精
算

額
表

○
　
○

　
市
（

町
村

）

過
不

足

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

（
Ｈ

－
Ｆ

）
（

Ｆ
－

Ｈ
）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
記

入
要
領
）

１
　

「
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
費

等
」

の
Ａ

～
Ｅ

欄
に

つ
い

て
は

、
別

添
１

（
１

）
に

よ
り

内
訳

を
作

成
し

、
そ

の
合

計
欄

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

　

２
　

「
相

談
支

援
給

付
費

等
」

の
Ａ

～
Ｅ

欄
に

つ
い

て
は

、
別

添
１

（
２

）
に

よ
り

内
訳

を
作

成
し

、
そ

の
合

計
欄

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

　

３
　

「
高

額
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

給
付

費
」

の
A
～

E
欄

に
つ

い
て

は
、

高
額

介
護

（
予

防
）

サ
ー

ビ
ス

費
及

び
高

額
医

療
合

算
介

護
（

予
防

）
サ

ー
ビ

ス
費

と
の

併
給

調
整

を
要

す
る

場
合

に
お

け
る

支
給

額
の

変
更

は
、

当
該

併
給

調
整

額
が

確
定

し
た

年
度

の

　
　

実
績

報
告

額
に

計
上

し
、

A
欄

に
含

ま
れ

る
当

該
変

更
相

当
額

を
「

備
考

」
の

欄
で

そ
の

額
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

。

４
　

経
費

の
配

分
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

「
備

考
」

の
欄

で
そ

の
増

減
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

。

５
　

「
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
（

Ｂ
欄

）
」

が
あ

る
場

合
は

、
別

添
２

に
よ

り
そ

の
内

訳
を

添
付

す
る

こ
と

。

障害者自立支援給付費負担金

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費
等

相
談

支
援

給
付

費
等

補
装

具
費

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

る
措

置

合
計

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

国
庫

負
担

金
精

算
書

集
計

表
（

(
元

号
)
 
 
 
年

度
）

区
分

種
目

対
象

経
費

の
支

出
済

額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
（

Ａ
－

Ｂ
）

基
準

額
国

庫
負

担
基

本
額

（
Ｃ

・
Ｄ

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

）

国
庫

負
担

所
要

額

（
Ｅ

×
補

助
率

）
交

付
決

定
額

国
庫

負
担

受
入

額

差
引

過
不

足
額

備
考

別
紙

 第
１

　
収

支
精

算
額

表
○

　
○

　
市

（
町

村
）

過
不
足

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

（
Ｈ
－

Ｆ
）

（
Ｆ
－

Ｈ
）

円
円

円
円

円
円

円
円

円
円

（
記
入

要
領

）

１
　

「
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
費

等
」

の
Ａ

～
Ｅ

欄
に

つ
い

て
は

、
別

添
１

（
１

）
に

よ
り

内
訳

を
作

成
し

、
そ

の
合

計
欄

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

　

２
　

「
相

談
支

援
給

付
費

等
」

の
Ａ

～
Ｅ

欄
に

つ
い

て
は

、
別

添
１

（
２

）
に

よ
り

内
訳

を
作

成
し

、
そ

の
合

計
欄

の
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

　

３
　

経
費

の
配

分
を

行
っ

た
場

合
に

は
、

「
備

考
」

の
欄

で
そ

の
増

減
を

明
ら

か
に

す
る

こ
と

。

４
　

「
寄

付
金

そ
の

他
の

収
入

額
（

Ｂ
欄

）
」

が
あ

る
場

合
は

、
別

添
２

に
よ

り
そ

の
内

訳
を

添
付

す
る

こ
と

。

障害者自立支援給付費負担金

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

費
等

相
談

支
援

給
付

費
等

補
装

具
費

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費

や
む

を
得

な
い

事
由

に
よ

る
措

置

合
計

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

国
庫

負
担

金
精

算
書

集
計

表
（

平
成

 
 
 
 
年

度
）

区
分

種
目

対
象

経
費

の
支

出
済

額

寄
付

金
そ

の
他

の
収

入
額

差
引

額
（

Ａ
－

Ｂ
）

基
準

額
国

庫
負

担
基

本
額

（
Ｃ

・
Ｄ

い
ず

れ
か

少
な

い
方

の
額

）

国
庫

負
担

所
要

額

（
Ｅ

×
補

助
率

）
交

付
決

定
額

国
庫

負
担

受
入

額

差
引
過

不
足

額

備
考
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

別添１（１）の内訳 

         

 

別添１（２）（略） 

 

 

別添１（１）の内訳 

           

別添１（２）（略） 

別
添

１
（１

）
の

内
訳国

庫
負

担
基

準
単

位
一

単
位

の
単

価
ａ
×

ｂ
重

度
障

害
者

の
嵩

上
げ

国
庫

負
担

基
準

額
（
ｅ
＝

ｃ
＋

ｄ
）

改
正

前
従

前
額

従
前

額
ｆ÷

1
2

選
定

額
ｅ
と

ｆ’
を

比
較

し
て

い
ず

れ
か

多
い

方

の
額

給
付

率
基

準
額

ａ
ｂ

ｃ
ｄ

ｅ
ｆ

ｆ’
ｇ

ｈ
ｉ

平
成

3
0
年

3
月

分

平
成

3
0
年

4
月

以
降

分

合
計

（
記

載
上

の
注

意
）

１
　

ａ
欄

に
つ

い
て

は
、

国
庫

負
担

基
準

告
示

の
二

に
掲

げ
る

者
の

区
分

に
応

じ
、

そ
れ

ぞ
れ

の
単

位
数

を
当

該
年

度
に

属
す

る
各

月
ご

と
に

算
定

し
た

単
位

数
を

合
計

し
た

単
位

数
を

記
載

す
る

こ
と

。
２

　
ｂ

欄
に

つ
い

て
は

、
当

該
市

町
村

が
所

在
す

る
地

域
区

分
に

応
じ

た
割

合
に

1
0
を

乗
じ

て
得

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

３
  ｃ

欄
に

つ
い

て
は

、
ａ
欄

の
単

位
数

に
ｂ

欄
の

単
価

を
乗

じ
て

得
た

額
（
１

円
未

満
明

記
）
を

記
載

す
る

こ
と

。
４

　
ｄ

欄
に

つ
い

て
は

、
国

庫
負

担
基

準
告

示
の

二
に

定
め

る
重

度
訪

問
介

護
等

の
支

給
決

定
者

数
の

割
合

等
に

応
じ

て
乗

じ
る

割
合

か
ら

１
を

減
じ

た
割

合
を

、
ｃ
欄

の
額

に
乗

じ
て

得
た

額
（
１

円
未

満
明

記
）
を

記
載

す
る

こ
と

。
５

　
ｅ
欄

に
つ

い
て

は
、

４
及

び
５

で
求

め
た

国
庫

負
担

基
準

額
を

合
計

し
た

額
を

記
載

す
る

こ
と

。
６

　
ｆ 欄

に
つ

い
て

は
、

障
害

者
自

立
支

援
給

付
費

等
国

庫
負

担
金

交
付

要
綱

の
３

の
（
1
0
）
に

掲
げ

る
「
従

前
額

」
に

1
2
を

乗
じ

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

７
　

ｆ’
欄

に
つ

い
て

は
、

ｆの
額

に
1
2
分

の
１

を
乗

じ
て

得
た

額
（
１

円
未

満
明

記
）
を

記
載

す
る

こ
と

。
８

　
ｈ

欄
に

つ
い

て
は

、
障

害
者

自
立

支
援

給
付

費
等

国
庫

負
担

金
交

付
要

綱
の

３
の

（
1
1
）
に

掲
げ

る
「
給

付
率

」
を

記
載

す
る

こ
と

。
９

　
ｉ 欄

に
つ

い
て

は
、

g欄
の

額
に

ｈ
欄

の
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

（
１

円
未

満
四

捨
五

入
）
を

記
載

す
る

こ
と

。

（
表

１
）
前

年
度

及
び

当
該

年
度

に
お

け
る

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
（
居

宅
介

護
、

重
度

訪
問

介
護

、
同

行
援

護
、

行
動

援
護

及
び

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

）
支

給
決

定
者

数
の

う
ち

重
度

訪
問

介
護

及
び

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

の
支

給
決

定
者

数
の

割
合

前
年

度
（
３

月
か

ら
２

月
ま

で
）
の

支
給

決
定

者
数

合
計

当
該

年
度

（
３

月
か

ら
２

月
ま

で
）
の

支
給

決
定

者
数

合
計

（
表

２
）
前

年
度

及
び

当
該

年
度

（
３

月
か

ら
２

月
ま

で
）
の

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
支

給
決

定
者

数

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

１
０

月
１

１
月

１
２

月
１

月
２

月
合

計

（
記

載
上

の
注

意
）

１
　

各
月

初
日

に
お

け
る

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
の

支
給

決
定

者
数

を
記

載
す

る
こ

と
。

当
該

年
度

居
宅

介
護

重
度

訪
問

介
護

同
行

援
護

行
動

援
護

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援合

計

前
年

度

居
宅

介
護

重
度

訪
問

介
護

同
行

援
護

行
動

援
護

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援合

計

う
ち

重
度

訪
問

介
護

及
び

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

の
支

給
決

定
者

数
う

ち
重

度
訪

問
介

護
及

び
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
の

支
給

決
定

者
数

居
宅

介
護

、
重

度
訪

問
介

護
、

同
行

援
護

、
行

動
援

護
及

び
重

度
障

害
者

等
包

括
支

援
の

基
準

額
内

訳

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
支

給
決

定
者

数
の

う
ち

重
度

訪
問

介
護

及
び

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

の
支

給
決

定
者

数
の

割
合

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
支

給
決

定
者

数
の

う
ち

重
度

訪
問

介
護

及
び

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

の
支

給
決

定
者

数
の

割
合

訪
問

系
サ

ー
ビ

ス
支

給
決

定
者

数
訪

問
系

サ
ー

ビ
ス

支
給

決
定

者
数
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

（別添）参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

（別添）参考資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（別添）参考資料

地域区分欄に掲げる二級地 千分の千九十六

令和元年地域区分表

地域区分 割合

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成十八
年厚生労働省告示第五百三十九号)の第一号の
表の上欄(以下「地域区分欄」という。)に掲げる
一級地

千分の千百二十

地域区分欄に掲げる三級地 千分の千九十

地域区分欄に掲げる四級地 千分の千七十二

地域区分欄に掲げる五級地 千分の千六十

地域区分欄に掲げる六級地 千分の千三十六

地域区分欄に掲げるその他 千分の千

地域区分欄に掲げる七級地 千分の千十八

（別添）参考資料

地域区分欄に掲げる六級地 千分の千三十六

地域区分欄に掲げるその他 千分の千

地域区分欄に掲げる七級地 千分の千十八

地域区分欄に掲げる三級地 千分の千九十

地域区分欄に掲げる四級地 千分の千七十二

地域区分欄に掲げる五級地 千分の千六十

地域区分欄に掲げる二級地 千分の千九十六

平成30年地域区分表

地域区分 割合

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成十八
年厚生労働省告示第五百三十九号)の第一号の
表の上欄(以下「地域区分欄」という。)に掲げる
一級地

千分の千百二十
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

第２ 対象経費の支出済額内訳 

 

別添２（略） 

 

第２ 対象経費の支出済額内訳 

 

別添２（略） 

 

　障害者自立支援給付費負担金支出済額内訳

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、
行動援護、重度障害者等包括支援等

上記以外の介護給付費等

（　　　　） （　　　　）

特 例 地 域 相 談 支 援 給 付 費

計 画 相 談 支 援 給 付 費

小 計

（注）対象者延人員（人）には、各月の請求時における利用者数の年間（事業実施期月）合計数を記入すること。

　　　　また、「高額障害福祉サービス等給付費」について、高額介護（予防）サービス費及び高額医療合算介
　　　護（予防）サービス費との併給調整を行った場合、当該年度に併給調整額が確定した人数を対象者延人員

　　　（人）に含め、括弧書きでその人数を明らかにすること。
　　　　なお、当該併給調整に伴う変更相当額については、対象経費の支出済額（円）に含め、括弧書きでその

　　　金額を明らかにすること。

第２　対象経費の支出済額内訳

事 業 種 別 対象者延人員（人）
対象経費の支出済額
（円）

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

費

等

介
護
給
付
費
等

特 定 障 害 者 特 別 給 付 費

特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費

小 計

や む を 得 な い 事 由 に よ る 措 置

補 装 具 費

高額障害福祉サービス等給付費

合 計

相

談

支

援

給

付

費

等

地 域 相 談 支 援 給 付 費

 

　障害者自立支援給付費負担金支出済額内訳

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、
行動援護、重度障害者等包括支援等

上記以外の介護給付費等

（注）対象者延人員（人）には、各月の請求時における利用者数の年間（事業実施期月）合計数を記入すること。

や む を 得 な い 事 由 に よ る 措 置

合 計

補 装 具 費

高 額 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 給 付 費

相

談

支

援

給

付

費

等

地 域 相 談 支 援 給 付 費

特 例 地 域 相 談 支 援 給 付 費

計 画 相 談 支 援 給 付 費

小 計

第２　対象経費の支出済額内訳

事 業 種 別 対象者延人員（人）
対象経費の支出済額
（円）

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

費

等

介
護
給
付
費
等

特 定 障 害 者 特 別 給 付 費

特 例 特 定 障 害 者 特 別 給 付 費

小 計
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

別紙様式８ 

 

 

別紙様式８ 

 

別紙様式８

 

番 号

○○○市（町村）

　　(元号)　 年 　月 　日第　　　　号で交付決定通知した(元号)    年度障害者自立支援給付費国庫

　負担金については、(元号)　 年　 月　 日第　　　　号事業実績報告に基づき(元号)　　年　　月

  日厚生労働省発障　　　　第　　号をもって交付額が別紙のとおり確定されたので通知する。

　　なお、精算不足分として金　　　　　　円を追加交付することとされたので通知する。

　　また、超過交付となった金　　　　　　円については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

　る法律 （昭和３０年法律第１７９号）第１８条第２項の規定により、(元号)　  年　 月　 日までに

　返還することを命じられたので通知する。

　　　　　　 (元号)　　年　　月　　日

印都道府県知事○○○○

(元号)    年度障害者自立支援給付費国庫負担金交付額確定通知書

別紙様式８

 

番 号

○○○市（町村）

　　平成　 年 　月 　日第　　　　号で交付決定通知した平成    年度障害者自立支援給付費国庫

　負担金については、平成　 年　 月　 日第　　　　号事業実績報告に基づき平成　　年　　月

  日厚生労働省発障　　　　第　　号をもって交付額が別紙のとおり確定されたので通知する。

　　なお、精算不足分として金　　　　　　円を追加交付することとされたので通知する。

　　また、超過交付となった金　　　　　　円については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関す

　る法律 （昭和３０年法律第１７９号）第１８条第２項の規定により、平成　  年　 月　 日までに

　返還することを命じられたので通知する。

　　　　　　 平成　　年　　月　　日

印都道府県知事○○○○

平成    年度障害者自立支援給付費国庫負担金交付額確定通知書
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○障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱一部改正新旧対照表 

改正後 現行 

様式８の別紙 

 

 

様式８の別紙 

 
 

別紙

区分 確定額 受入額 超過交付額 不足額

円 円 円 円

(元号)   年度障害者自立支援給付費国庫負担金交付額確定内訳書

障害者自立支援
給付費負担金

別紙

区分 確定額 受入額 超過交付額 不足額

円 円 円 円

平成    年度障害者自立支援給付費国庫負担金交付額確定内訳書

種 目

合 計

障 害 福 祉 サ ー ビ ス 費 等

相 談 支 援 給 付 費 等

高額障害福祉サービス等給付費

障

害

者

自

立

支

援

給

付

費

負

担

金 や む を 得 な い 事 由 に よ る 措 置

補 装 具 費


